
第３号様式（第７条関係） 

設計図書等に関する回答書 

 

令和元年７月１８日 

 

  

 

     二本松市教育委員会教育長 

（公 印 省 略） 

 下記のとおり回答いたします。 

記 

１ 工事（業務）番号  

２ 工事（業務）名 城山市民プールで使用する電気の調達 

３ 質問事項及び回答事項 

質問事項 回答事項 

１． 入札対象施設の現供給者を教え
てください（複数社ある場合はそ
の旨教えてください）※切替時に
必要となります。 

２． 内訳書（高圧・蓄熱割引）の予定
使用電力量合計は仕様書別紙に
記載の予定使用電力量から蓄熱
使用数量を引いた数量を記載す
れ ば よ ろ し い で し ょ う か 。  
（例：１０月分）133,346ｋｗｈ
―23,746ｋｗｈ＝109,600ｋｗ
ｈ 
予定使用電力量合計：109,600ｋ
ｗｈ，蓄熱使用数量＝23,746ｋｗ
ｈ 

３． 弊社供給の場合、旧一般電気事業
者と同様の付帯契約（蓄熱割等）
の適用ができませんが、了承いた
だけますでしょうか。また、今回
の入札にあたっては、内訳書（蓄
熱割引）を使用し、蓄熱割引の単
価欄に斜線を引いてもよろしい
でしょうか。 

４． 初めて旧一般電気事業者から新
電力に切替する施設でしょうか。
その場合、旧一般電気事業者に新
電力への切替ができることを確
認していただいてますでしょう
か。 

１.東北電力株式会社です。 

 

 

 

２. 内訳書（高圧・蓄熱割引）の予定使用

電力量合計は仕様書別紙に記載の予定使用

電力量を記載ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 了承しました。内訳書（蓄熱割引）を
使用し、蓄熱割引の単価欄に斜線を引い
た対応で構いません。 

 

 

 

 

 

４. 初めての切替となります。切替について

の確認はしています。 

 

 

 

 



５． 仕様書２(３)に「ただし、開始日
時は供給変更手続きのため、受注
者の申出による日時とすること
ができる。また、終了日時は発注
者受注者協議の上変更すること
ができる」と記載がございます
が、弊社が落札し、ご希望の１０
月１日の供給開始日に手続き上
間に合わない場合は、供給開始日
を協議いただけるという理解で
よろしいでしょうか。 

６． 入札用封筒の記載内容に指定は
ありますか。 

 
 

 

 
７． 再度入札を辞退する場合、入札書

に「辞退」と記載すればよろしい
でしょうか。 

８． 契約電力が５００ｋｗ以上の施
設において、各月の契約電力は仕
様書の記載の値のとおり運用で
よろしいでしょうか。 

 

 
９． 現契約での計量日を教えてくだ

さい。 

10．計量日はご使用期間末日の翌月
０：００となりますのでご了承いた
だけますでしょうか。（例：使用期
間が３/１０～４/９の場合、計量日
は４/１０ ０：００） 

11．請求時の電気料金の計算方法は基
本料金、電力量料金、燃料費調整額
それぞれ銭未満四捨五入とし、それ
らの合計した金額を円未満切り捨
てとしますが、よろしいでしょう
か。 

 

12．契約書締結時、契約内容について
一部変更したい場合、協議を行うこ
とは可能でしょうか。契約書変更が
不可能な場合、協定書を別途締結さ
せていただくことは可能でしょう
か。 

 
 

13．契約期間中において、地域の旧一

５. 仕様書２（９）エに記載のとおり供給開

始日時から電気を供給ができるようにご対

応ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.入札書封筒には、入札件名等記載します。

二本松市のトップページから「入札書・見積

書関係様式」と検索していただき、「制限付

一般競争入札」の欄の「入札書封筒（入札室

執行用）」を参考に、記載してください。 

 

７.再入札書の金額欄に「辞退」と記載をお

願いします。 

 

８. 現在の契約電力は 485kW であり、仕様書

別紙に記載のある契約電力は予定のもので

あります。契約締結後の実際の契約電力につ

いては、落札者の決定後に協議のうえ決定し

ます。（500ｋW 未満） 

 

９. 検針日については月ごとに異なりま
す。 

１０. 契約書（案）のとおり毎月１回一定の

日とし、詳細な計量日時については、契約締

結時に協議します。 

 

 

１１. 単価及び端数処理の計算方法につい

ては、仕様書２（８）に記載のほか、記載の

ない詳細な事項（基本料金、電力量料金、燃

料費調整額等）については、落札決定後に協

議するものとします。 

 

１２. 原則として契約書（案）による契約と

しますが、必要に応じて落札者と協議の上定

めるものとします。 

 

 

 

 

 

１３. 原則として契約期間中は同一単価で

の電力供給としますが、契約書（案）第２条



般電気事業者が料金を改定した場
合や、市場価格の変動又は経済状況
等の変更があった場合は、協議の
上、契約単価等の変更は可能でしょ
うか。 

14．地域の旧一般電気事業者において、
燃料費調整単価の算定方法の見直
しが行われた場合、本契約において
も同様に見直しが行われるものと
考えてよろしいでしょうか。それと
も、契約時の燃料時の燃料費調整単
価の算定方法のまま、契約期間内は
変更なしとなりますでしょうか。 

15．契約期間中及び契約期間満了時に
施設の閉鎖や移転等により電力を
供給停止する施設がある場合、別途
書面にて申込みを頂かないと対応
できませんのでご容赦ください。 

 

 
 

第４項のとおり、双方合意のうえ契約金額を

改定することができるものとします。 

 

 

１４. 仕様書２（９）に記載のとおり、燃料

費調整については、東北管内の旧一般電気事

業者の算定方法によるものとします。 

 

 

 

 

１５. 契約期間中及び契約期間満了時に閉

鎖や移転等を予定している施設はありませ

んが、内容については了承します。 

 

事務取扱／総務部 財政課 契約係  

℡ 0243-55-5082（直通） 


